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障害者雇用が進んでいない 22 都道県の教育委員会に対して 

障害者採用計画の適正実施を勧告 

  

「障害者の雇用の促進等に関する法律」（７ページ参照）では、国および地方公共団体

（以下「公的機関」）に、法定雇用率以上の身体障害者または知的障害者の雇用を義務付

けており、雇用率を達成していない公的機関は、障害者採用計画を作成しなければなり

ません。 

 

下記の 22 都道県の教育委員会は、教育委員会に義務付けられている雇用率、2.0％を

達成できていなかったため、平成 21 年１月に３年間にわたる障害者採用計画を作成しま

した。しかし、中間年に当たる本年６月１日現在、いずれもこの採用計画を適正に実施

していません。 

 

このため厚生労働省では、10 月 29 日付けで、障害者雇用促進法第 39 条第２項（７ペ

ージ参照）の規定に基づき、採用計画を適正に実施し障害者の採用を進めるよう、厚生労

働大臣名で勧告を行いました。 

記 

◎適正実施勧告の対象となった都道府県教育委員会（22 機関） 

  ○ 北海道教育委員会  ○ 千葉県教育委員会  ○ 島根県教育委員会 

  ○ 青森県教育委員会  ○ 東京都教育委員会  ○ 広島県教育委員会 

  ○ 岩手県教育委員会  ○ 福井県教育委員会  ○ 山口県教育委員会 

  ○ 宮城県教育委員会  ○ 山梨県教育委員会  ○ 徳島県教育委員会 

  ○ 秋田県教育委員会  ○ 静岡県教育委員会  ○ 福岡県教育委員会 

  ○ 福島県教育委員会  ○ 愛知県教育委員会  ○ 鹿児島県教育委員会 

  ○ 栃木県教育委員会  ○ 三重県教育委員会 

  ○ 埼玉県教育委員会  ○ 滋賀県教育委員会 

 

※ 法定雇用率、雇用率達成指導の流れおよび適正実施勧告の基準については２ページを、 

都道府県教育委員会の障害者採用計画実施状況については３ページを参照。 

平成 22 年 10 月 29 日 
【照会先】 

 職業安定局  

高齢・障害者雇用対策部 障害者雇用対策課

 課 長  山 田 雅 彦 

主任障害者雇用専門官 佐 藤 珠 己 

障 害 者 雇 用 専 門 官 鶴 谷  陽 子 

（代表電話）03-5253-1111 (内線)5857、5789

（直通電話）03-3502-6775 

1



法定雇用率について 

 

 民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、その雇

用する労働者数に応じて、それぞれ以下の割合（法定雇用率）に相当する障害者を雇用しな

ければなりません。 

○ 民間企業 ： 一般の民間企業 ・・・・・・・・・・・・ １．８％ 

        ： 特殊法人等 ・・・・・・・・・・・・・・ ２．１％ 

○ 国、地方公共団体 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２．１％ 

○ 都道府県等の教育委員会 ・・・・・・・・・・・・・・・ ２．０％ 

 

 

都道府県教育委員会に対する雇用率達成指導の流れ図 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

                                  

                   

 

 

 

 

 

 

              

H23.12.31 

（３年間の計画） 

法定雇用率未達成 

採用計画の期間満了 

適 正 実 施 勧 告 

採用計画の作成・実施 H21.1.1 

計画の終期において 
基準に該当する場合 

H24.3 

適正実施勧告の発出基準 
 
適正実施勧告の発出は、次のいずれかの基準に該当する場合に行う。 

 
① 障害者採用計画の実施率が50％未満であること。  

② 中間年の６月１日の実雇用率が、前年の６月１日現在における実雇用率

を上回っていないこと。 

H20.6.1

適 正 実 施 勧 告 H22.10 22.6.1において 
基準(※)に該当する場合 

(※) 
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○　勧告対象である都道府県教育委員会

都道府県教育委員会の障害者任免状況

障害者採用計画
21年6月1日現在 22年6月1日現在

在職状況 在職状況 採用計画実施状況

不足数
③
採用

④
採用

①
採用

②
採用 職員の数 障害者の数 実雇用率 不足数

計画
実施率職員の数 障害者の数 実雇用率

北海道 3,660.0 118.0 28,576 463.0 1.62% 108.0 28,469 462.0 1.62% 107.0 1,789.0 54.0 93.6%

青森 454.0 63.0 9,169 134.0 1.46% 49.0 9,022 133.0 1.47% 47.0 323.0 11.0 24.5%

岩手 447.0 65.0 9,210 134.0 1.45% 50.0 9,104 153.0 1.68% 29.0 305.0 17.0 38.3%

宮城 618.0 54.0 9,730 182.0 1.87% 12.0 9,500 170.0 1.79% 20.0 498.0 8.0 18.4%

秋田 130.0 34.0 6,829 104.0 1.52% 32.0 6,723 99.0 1.47% 35.0 213.0 7.0 12.6%

福島 825.0 97.0 12,633 160.0 1.27% 92.0 12,507 168.0 1.34% 82.0 584.0 12.0 17.5%

栃木 1,004.0 80.0 10,593 153.0 1.44% 58.0 10,432 154.5 1.48% 53.5 645.0 24.0 46.7%

埼玉 3,995.0 182.0 25,954 406.0 1.56% 113.0 25,714 410.0 1.59% 104.0 2,795.0 17.0 13.4%

不足数 採用
職員数

採用
障害者数

採用
職員数

採用
障害者数

職員の数 障害者の数 実雇用率 不足数 実施率
（注１）

職員の数 障害者の数 実雇用率

, , , ,

千葉 3,737.0 117.0 22,799 337.0 1.48% 118.0 22,678 346.0 1.53% 107.0 2,778.0 32.0 36.8%

東京 7,328.0 160.0 40,557 710.0 1.75% 101.0 41,047 686.0 1.67% 134.0 6,226.0 20.0 14.7%

福井 410.0 28.0 5,731 87.0 1.52% 27.0 5,733 87.0 1.52% 27.0 291.0 2.0 10.1%

山梨 441.0 56.0 5,808 67.0 1.15% 49.0 5,773 71.0 1.23% 44.0 316.0 4.0 10.0%

静岡 1,855.0 57.0 12,105 209.0 1.73% 33.0 11,985 216.0 1.80% 23.0 1,267.0 17.0 43.7%

愛知 5,400.0 218.0 24,147 390.0 1.62% 92.0 24,182 415.5 1.72% 67.5 3,466.0 69.5 49.7%

三重 1,269.0 38.0 9,626 164.0 1.70% 28.0 9,555 176.0 1.84% 15.0 790.0 10.0 42.3%

滋賀 1,208.0 29.0 8,071 138.0 1.71% 23.0 8,049 138.0 1.71% 22.0 729.0 2.0 11.4%

島根 525.0 23.0 5,070 95.0 1.87% 6.0 5,070 99.0 1.95% 2.0 386.0 7.0 41.4%

広島 1 462 0 35 0 10 068 180 0 1 79% 21 0 10 010 173 0 1 73% 27 0 832 0 6 0 30 1%広島 1,462.0 35.0 10,068 180.0 1.79% 21.0 10,010 173.0 1.73% 27.0 832.0 6.0 30.1%

山口 488.0 61.0 8,627 123.0 1.43% 49.0 8,512 131.0 1.54% 39.0 327.0 9.0 22.0%

徳島 594.0 34.0 5,292 90.0 1.70% 15.0 5,293 93.0 1.76% 12.0 365.0 2.0 9.6%

福岡 1,326.0 72.0 14,672 233.0 1.59% 60.0 14,425 231.0 1.60% 57.0 590.0 9.0 28.1%

鹿児島 822.0 54.0 10,460 165.0 1.58% 44.0 10,343 155.0 1.50% 51.0 551.0 6.0 16.6%

○　勧告対象外である都道府県教育委員会

障害者採用計画
21年6月1日現在 22年6月1日現在

在職状況 在職状況 採用計画実施状況

京都 7,728 170.0 2.20% 0.0 7,715 167.0 2.16% 0.0

大阪 23,972 539.0 2.25% 0.0 23,847 554.0 2.32% 0.0

奈良 6,315 130.0 2.06% 0.0 6,243 126.0 2.02% 0.0

和歌山 6,634 142.0 2.14% 0.0 6,546 142.0 2.17% 0.0

香川 5,847 125.0 2.14% 0.0 5,843 122.0 2.09% 0.0

群馬 2,367.0 34.0 11,644 225.0 1.93% 7.0 11,659 234.0 2.01% 0.0 1,638.0 17.0 72.3%

神奈 5 389 0 196 0 19 677 342 0 1 74% 51 0 17 735 358 0 2 02% 0 0 2 586 0 47 0 50 0%

障害者採用計画
在職状況 在職状況 採用計画実施状況

不足数
③
採用
職員数

④
採用

障害者数

①
採用
職員数

②
採用

障害者数
職員の数 障害者の数 実雇用率 不足数

計画
実施率
（注１）

職員の数 障害者の数 実雇用率

神奈川 5,389.0 196.0 19,677 342.0 1.74% 51.0 17,735 358.0 2.02% 0.0 2,586.0 47.0 50.0%

富山 607.0 30.0 6,227 120.0 1.93% 4.0 6,216 130.0 2.09% 0.0 429.0 11.0 51.9%

石川 836.0 8.0 6,433 131.0 2.04% 0.0 6,403 128.0 2.00% 0.0 333.0 10.0 313.8%

岐阜 1,337.0 54.0 11,518 205.0 1.78% 25.0 11,366 227.0 2.00% 0.0 863.0 19.0 54.5%

佐賀 400.0 24.0 5,786 111.0 1.92% 4.0 5,768 121.0 2.10% 0.0 376.0 47.0 208.3%

長崎 405.0 7.0 9,269 180.0 1.94% 5.0 9,156 184.0 2.01% 0.0 293.0 5.0 98.7%

沖縄 1,215.0 73.0 9,235 162.0 1.75% 22.0 9,149 198.0 2.16% 0.0 580.0 20.0 57.4%

山形 481.0 60.0 6,783 82.0 1.21% 53.0 6,752 110.0 1.63% 25.0 388.0 57.0 117.8%

茨城 1,516.0 68.0 14,747 232.0 1.57% 62.0 14,622 236.0 1.61% 56.0 1,062.0 37.0 77.7%

新潟 983.0 96.0 11,725 166.0 1.42% 68.0 11,607 182.0 1.57% 50.0 650.0 36.0 56.7%新潟 983.0 96.0 11,725 166.0 1.42% 68.0 11,607 182.0 1.57% 50.0 650.0 36.0 56.7%

長野 811.0 34.0 11,774 201.0 1.71% 34.0 12,309 215.0 1.75% 31.0 590.0 13.0 52.6%

兵庫 3,065.0 34.0 19,133 349.0 1.82% 33.0 19,053 358.0 1.88% 23.0 2,124.0 16.0 67.9%

鳥取 327.0 28.0 4,164 67.0 1.61% 16.0 4,142 72.0 1.74% 10.0 139.0 8.0 67.2%

岡山 1,028.0 49.0 8,767 133.0 1.52% 42.0 8,705 156.0 1.79% 18.0 678.0 35.0 108.3%

愛媛 550.0 22.0 9,114 170.0 1.87% 12.0 9,063 177.0 1.95% 4.0 763.0 20.0 65.5%

高知 438.0 22.0 5,669 106.0 1.87% 7.0 5,621 111.0 1.97% 1.0 361.0 22.0 121.3%

熊本 865.0 26.0 9,647 174.0 1.80% 18.0 9,541 178.0 1.87% 12.0 267.0 9.0 112.1%

大分 399.0 40.0 6,772 108.0 1.59% 27.0 6,707 107.0 1.60% 27.0 314.0 19.0 60.4%

宮崎 435.0 29.0 7,096 123.0 1.73% 18.0 7,049 127.0 1.80% 13.0 405.0 33.0 122.2%

（注１）　計画実施率＝

（注２）　京都、大阪、奈良、和歌山、香川県教育委員会については、平成２０年以前に法定雇用率を達成していたため採用計画作成の必要がない。

④／③

②／①
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(参考１) 

 国及び都道府県の機関に対する、これまでの適正実施勧告発出状況 

 

 

○ 平成１７年 

(1) 国の機関（１機関） 

        金融庁 

(2) 都道府県の機関（４機関） 

        群馬県病院局 

        警視庁 

        静岡県がんセンター局 

        高知県警察本部 

 

○ 平成１８年 

(1) 国の機関 

        該当なし 

(2) 都道府県の機関（３機関） 

        岩手県医療局 

        警視庁 

        高知県警察本部 

    (3) 都道府県教育委員会（４機関） 

        青森県教育委員会 

        山形県教育委員会 

        千葉県教育委員会 

        沖縄県教育委員会 

 

○ 平成１９年 

(1) 国の機関 

        該当なし 

(2) 都道府県の機関（４機関） 

        東京消防庁 

        警視庁 

        三重県病院事業庁 

        長崎県離島医療圏組合 

    （注）同組合は、地方公共団体の組合であって、県が加入している特別地方公共団体で 

あるため、本省による指導の対象となっているもの。 

    (3) 都道府県教育委員会（３８機関） 

        北海道教育委員会  茨城県教育委員会  新潟県教育委員会 

        青森県教育委員会  栃木県教育委員会  富山県教育委員会 

        岩手県教育委員会  群馬県教育委員会  石川県教育委員会 

        宮城県教育委員会  埼玉県教育委員会  福井県教育委員会 

        秋田県教育委員会  千葉県教育委員会  山梨県教育委員会 

        山形県教育委員会  東京都教育委員会  長野県教育委員会 

        福島県教育委員会  神奈川県教育委員会 岐阜県教育委員会 
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        愛知県教育委員会  広島県教育委員会  長崎県教育委員会 

        三重県教育委員会  山口県教育委員会  熊本県教育委員会 

        滋賀県教育委員会  徳島県教育委員会  宮崎県教育委員会 

        兵庫県教育委員会  香川県教育委員会  鹿児島県教育委員会 

        島根県教育委員会  高知県教育委員会  沖縄県教育委員会 

岡山県教育委員会  福岡県教育委員会 

         （注）公的機関の採用計画は１年間を基本とするが、都道府県教育委員会については、３年

間の採用計画を作成し、中間年及び採用計画の終期の実施状況を踏まえ、適正実施勧告

を行うこととなっており、この３８都道府県教育委員会に対する勧告については、採用

計画の中間年の実施状況を踏まえ、実施したものである。 

 

   ○ 平成２０年 

    (1) 国の機関 

        該当なし 

    (2) 都道府県の機関 

        該当なし 

 

   ○ 平成２１年 

    (1) 国の機関 

        該当なし 

    (2) 都道府県の機関 

        該当なし 

    (3) 都道府県教育委員会（３７機関） 

                北海道教育委員会  神奈川県教育委員会 島根県教育委員会 

        青森県教育委員会  新潟県教育委員会  岡山県教育委員会 

        岩手県教育委員会  富山県教育委員会  広島県教育委員会 

        宮城県教育委員会  福井県教育委員会  山口県教育委員会 

        秋田県教育委員会  山梨県教育委員会  徳島県教育委員会 

        山形県教育委員会  長野県教育委員会  愛媛県教育委員会 

        福島県教育委員会  岐阜県教育委員会  高知県教育委員会 

茨城県教育委員会  静岡県教育委員会  福岡県教育委員会 

栃木県教育委員会  愛知県教育委員会  熊本県教育委員会 

群馬県教育委員会  三重県教育委員会  鹿児島県教育委員会 

埼玉県教育委員会  滋賀県教育委員会  沖縄県教育委員会 

千葉県教育委員会  兵庫県教育委員会 

東京都教育委員会  鳥取県教育委員会 
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(1) 国の機関(法定雇用率2.1％)

計 286,472 人 6,552.5 人 2.29 % 38 / 39 97.4 %

行政機関 259,065 人 5,926.5 人 2.29 % 30 / 30 100.0 %

立法機関 3,234 人 72.0 人 2.23 % 4 / 5 80.0 %

司法機関 24,173 人 554.0 人 2.29 % 4 / 4 100.0 %

(2) 都道府県の機関（法定雇用率2.1％）

計 303,351 人 7,598.5 人 2.50 % 148 / 156 94.9 %

都道府県
知事部局 246,818 人 6,213.5 人 2.52 % 47 / 47 100.0 %

その他の
都道府県

機関
56,533 人 1,385.0 人 2.45 % 101 / 109 92.7 %

(3) 市町村の機関（法定雇用率2.1％）

市町村の機関 939,759 人 22,547.5 人 2.40 % 2,098 / 2,372 88.4 %

(4) 法定雇用率2.0％が適用される都道府県等の教育委員会（法定雇用率2.0％）

計 628,850 人 11,212.0 人 1.78 % 79 / 130 60.8 %

都道府県
教育委員会 536,943 人 9,487.0 人 1.77 % 13 / 47 27.7 %

市町村
教育委員会 91,907 人 1,725.0 人 1.88 % 66 / 83 79.5 %

注　１

２
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　各表の②欄の「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間労働者以外の
重度身体障害者及び重度知的障害者については法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行
い、精神障害者である短時間労働者については法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしてい
る。
　法定雇用率2.0％が適用される機関とは、都道府県の教育委員会及び一定の市町村の教育委員会である。

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②　障害者の数 ③　実雇用率 ④　法定雇用率達成機関の数 ⑤　達成割合

　各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当
職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②　障害者の数 ③　実雇用率 ④　法定雇用率達成機関の数 ⑤　達成割合

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②　障害者の数 ③　実雇用率 ④　法定雇用率達成機関の数 ⑤　達成割合

（参考２）

国、地方公共団体の機関における障害者の在職状況（平成22年６月１日現在）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②　障害者の数 ③　実雇用率 ④　法定雇用率達成機関の数 ⑤　達成割合
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（参考３） 

関係条文 

 

 

○ 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年法律第 123 号）（抄） 

 

（雇用に関する国及び地方公共団体の義務）  

第三十八条  国及び地方公共団体の任命権者（委任を受けて任命権を行う者を除く。

以下同じ。）は、職員（当該機関（当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者

に係る機関を含む。以下同じ。）に常時勤務する職員であつて、警察官、自衛官

その他の政令で定める職員以外のものに限る。以下同じ。）の採用について、当

該機関に勤務する身体障害者又は知的障害者である職員の数が、当該機関の職員

の総数に、第四十三条第二項に規定する障害者雇用率を下回らない率であつて政

令で定めるものを乗じて得た数（その数に一人未満の端数があるときは、その端

数は、切り捨てる。）未満である場合には、身体障害者又は知的障害者である職

員の数がその率を乗じて得た数以上となるようにするため、政令で定めるところ

により、身体障害者又は知的障害者の採用に関する計画を作成しなければならな

い。 

 

（採用状況の通報等）  

第三十九条  （第 1 項 略） 

２ 厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、前条第一項の計画を作成した

国及び地方公共団体の任命権者に対して、その適正な実施に関し、勧告をすること

ができる。 

 

 

○ 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令（昭和 35 年政令第 292 号）（抄） 

 

（法第三十八条第一項 の政令で定める率） 

第二条  法第三十八条第一項 の政令で定める率は、百分の二・一とする。ただし、都道

府県に置かれる教育委員会その他厚生労働大臣の指定する教育委員会にあつては、

百分の二とする。  
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